
生駒市立学校の「指定校の変更」及び「区域外就学」 

に関する取扱要領  

（目的） 

第１条 この要領は、学校教育法施行令（昭和２８年政令第３４０号。以下「令」

という。）の規定に基づき、生駒市立小学校及び中学校の「指定校の変更」及

び「区域外就学」について必要な事項を定めるものとする。  

（指定校の変更） 

第２条 保護者は、令第８条の規定に基づき、生駒市立小学校及び中学校の通学

区域に関する規則（昭和５１年４月教委規則第５条）で定める指定校の変更を

しようとする場合には、指定校変更願書（様式１）に別表第１に定める書類を

添付して教育委員会に提出しなければならない。 

２  教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、別表第１に

定める基準に該当すると認めるときは、当該児童生徒の指定校を変更するもの

とする。 

（区域外就学） 

第３条 保護者は令第９条の規定に基づき、区域外就学をしようとする場合には、

区域外就学願書（様式２）に別表第２に定める書類を添付して教育委員会に提

出しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、別表第２に

定める基準に該当すると認めるときは、令第９条第２項の規定に基づき、あら

かじめ児童生徒等の住所の存する教育委員会に協議のうえ、当該区域外就学を

承諾するものとする。 

（施行の細目） 

第４条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。 

    附  則 

この要領は、平成１７年９月１日以降の申請から適用する。 

    附  則 

この要領は、平成１８年２月１日以降の申請から適用する。 



    附  則 

この要領は、平成２１年２月２日以降の申請から適用する。 

    附  則 

この要領は、平成２４年２月１日以降の申請から適用する。 

    附  則 

この要領は、平成２８年４月１日以降の申請から適用する。 

    附  則 

この要領は、平成２８年１０月１日以降の申請から適用する。 

   附  則 

この要領は、令和４年１月１日以降の申請から適用する。 

   附  則 

この要領は、令和６年１０月１日以降の申請から適用する。 

 

 


